
開催情報
2026年6月26日（金曜日）午前10時
東京都目黒区三田一丁目4番1号

（恵比寿ガーデンプレイス内）
ウェスティンホテル東京
地下2階 スタールーム
※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。

日 時

場 所

第１号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
 ４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件

第61回

定時株主総会
招 集 ご 通 知

証券コード 6417

■ お土産の配布はございません。
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株 主 各 位 証券コード 6417
2026年６月８日

（電子提供措置の開始日　2026年６月２日）
東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号

代表取締役社長　小倉 敏男
(登記社名　株式会社三共)

第61回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第61回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第61回定時株主総会
招集ご通知」及び「第61回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を
掲載しております。
　　当社ウェブサイト　https://www.sankyo-fever.co.jp/corporate/ir/meeting.html
　また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
　　東証ウェブサイト　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を
順に選択のうえ、ご覧ください。
　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら
株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月25日（木曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い
申しあげます。

敬具

以 上 

❶ 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
記

❷ 場 所 東京都目黒区三田一丁目4番1号（恵比寿ガーデンプレイス内）
ウェスティンホテル東京 地下2階 スタールーム
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください｡ )
報告事項❸ 目的事項 ❶ 第61期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

　 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件

❷ 第61期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
　 計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

招集ご通知
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議決権行使についてのご案内

● 代理人により議決権を行使される場合は、本株主総会において議決権を有する他の株主さま１名に限りご出席いただけ
ます。その際は、代理権を証する委任状を議決権行使書用紙と合わせてご提出ください。

● 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた
株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査
対象書類を監査しております。

　  ・連結計算書類の「連結注記表」
　  ・計算書類の「個別注記表」
● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させ

ていただきます。

次ページの「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。

株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

開催日時 2026年6月26日（金曜日）午前10時

郵送で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。議決権行
使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせてい
ただきます。

行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後6時到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合
次ページの「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、画面の案内にしたがって賛
否をご入力ください。

行使期限 2026年6月25日（木曜日）午後6時まで

招集ご通知
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議決権行使ウェブサイトアドレス

https://www.web54.net

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の
議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことにより可能 
です。

行使期限
2026年6月25日（木曜日）
午後６時まで

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

１.議決権行使ウェブサイトにアクセスする

「次へすすむ」をクリック

2.ログインする

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決
権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

アクセス手順について

●	�インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行
使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要と
なります。今回ご案内するパスワードは、本株主総会に関し
てのみ有効です。

●	�インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合
は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

●	�インターネット等と議決権行使書面の両方で議決権行使をさ
れた場合は、インターネット等の行使を有効な議決権行使と
してお取り扱いいたします。

●	�議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用 
（インターネット接続料金、電話料金、パケット通信料等）は、 
株主さまのご負担となりますのでご了承ください。

機関投資家の皆さまへ
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム
のご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフ
ォームにより議決権をご行使いただけます。

3.パスワードを入力

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パ
スワード」を入力し、実際にご使用になる「新
しいパスワード」を設定の上、「登録」をクリック

招集ご通知
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インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使に関するパソコン・スマートフォン等の操作方法に関する
お問い合わせ
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

ふ0120（652）031（9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使についてのお問い合わせ

「スマート行使」による方法
「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただく
ことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※下記方法での議決権行使は１回に限ります。

3 各議案の賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です。
※一度議決権を行使した後で行使内容を

変更される場合には、再度QRコード
を読み取り、議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」及び「パスワー
ド」をご入力ください。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの   
登録商標です。

画面の案内に従って
各議案の賛否を選択

2 議決権行使方法を選ぶ
議決権行使ウェブサイト画面が開く
ので、議決権行使方法を選ぶ

１QRコードを読み取る

スマートフォンのカメラを起動して、同封の議決権行使書
用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサ
イトログインQRコード」を読み取る

見本

見本

招集ご通知
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　当社では、株主の皆さまへの利益の還元を経営上の最重要課題のひとつとして位置付けており、配当金につきましては、
連結配当性向40％を目安とした業績連動型配当を行うことを基本方針としております。ただし、１株当たりの年間配当金に
ついては下限を20円と設定し、安定配当の要素も取り入れることといたします。
　今後の利益配分及び内部留保の活用方法につきましては、業績連動型配当を基本としつつ、成長のための事業投資、
自己株式取得による機動的な株主還元などに適正な配分となるよう有効活用してまいります。
　上記配当方針に基づき、第61期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項
❶ 配当財産の種類
　 金銭といたします。
❷ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　 当社普通株式１株につき金45円といたしたいと存じます。
　 なお、この場合の配当総額は、8,944,255,305円となります。
　 これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は、１株につき金90円となります。
❸ 剰余金の配当が効力を生じる日
　 2026年6月29日といたしたいと存じます。

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

議案及び参考事項

株主総会参考書類
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）４名全員は、本総会終結の時をもって任期満
了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、当社の監査
等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　　　　　名 性別 現在の当社における地位・担当 取締役会出席状況

❶ 再任候補者 毒
ぶ す

島
じ ま

秀
ひ で

行
ゆ き

男性 取締役会長 94％
（16回中15回）

❷ 再任候補者 小
お

倉
ぐ ら

敏
と し

男
お

男性 代表取締役社長CEO兼COO 100％
（16回中16回）

❸ 再任候補者 髙
た か

橋
は し

博
ひ ろ

史
し

男性 代表取締役副社長執行役員
経営企画部管掌

100％
（12回中12回）

❹ 再任候補者 鶴
つ る

岡
お か

淳
じゅん

子
こ

女性 取締役秘書室長 100％
（16回中16回）

（注）	1. �髙橋博史氏の取締役会出席状況につきましては、2025年6月27日の就任後に開催された取締役会のみを対象
としております。

	 2. �当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被
保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしてお
ります。なお、候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期
途中に当該保険契約を更新する予定であります。

株主総会参考書類
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● 略歴、地位及び担当
1985年6月	 当社常務取締役
1988年1月	 当社専務取締役
1992年2月	 当社代表取締役専務
1992年6月	 当社代表取締役副社長
1996年6月	 当社代表取締役社長
2008年4月	 当社代表取締役会長CEO
2022年4月	 当社取締役会長（現任）毒

ぶ す

島
じ ま

 秀
ひ で

行
ゆ き

所有する当社株式の数� 8,000,000株
生年月日� 1952年９月30日生

再任候補者

候補者番号

❶

● 取締役候補者とした理由
　毒島秀行氏は、1996年に代表取締役社長に就任以来、遊技機関連事業に経営資源を集中し、当社の発展を主導して
まいりました。業界に先駆けた革新的な機種の開発・製造・販売を推進するとともに、2008年以降は代表取締役会長ＣＥ
Ｏとして、厳しい業界環境下においてもリーダーシップを発揮し、業界におけるリーディングカンパニーとしての地位の確立
及び安定した財務・経営基盤の構築を通じて、企業価値向上に貢献してまいりました。2022年４月からは、取締役会長に
就任し、経営に関する豊富な経験と知見に基づき経営を監督しております。
　当社は、同氏が引き続き取締役としての職務を遂行することが、当社グループの持続的な企業価値向上に資するものと
期待し、取締役候補者といたしました。

（注）1.�毒島秀行氏が代表取締役を務める株式会社吉井カントリークラブと当社の間には、株主優待券使用提携の取
引関係があります。

	 2.�毒島秀⾏⽒が代表取締役を務める株式会社マーフコーポレーションと当社の間には、2025年度において不動
産の売買の取引があります。なお、取引⾦額については、独⽴した複数の第三者算定機関から取得した鑑定
書等を基に決定しております。

株主総会参考書類
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小
お

倉
ぐ ら

 敏
と し

男
お

所有する当社株式の数� 45,000株
生年月日� 1962年3月12日生

候補者番号

❷

● 取締役候補者とした理由
　小倉敏男氏は、長年にわたり知的財産本部において、当社の知的財産戦略の責任者を担い、業界における当社の知的
財産領域の強固なポジションの確立に尽力してまいりました。また、2022年４月からは専務執行役員商品本部長、2024
年６月からは取締役専務執行役員商品本部長として、当社グループのブランド価値の向上及び市場シェアの拡大を推進し、
2025年6月からは代表取締役社長として、これまでの豊富な経験と知見を活かし、当社グループの持続的成長に向けた経
営をリードしております。
　当社は、同氏が引き続き取締役としての職務を遂行することが、当社グループの持続的な企業価値向上に資するものと
期待し、取締役候補者といたしました。

（注）小倉敏男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

● 略歴、地位及び担当
2012年4月	 当社執行役員知的財産本部長 
	 兼知的財産部長
2015年4月	 当社常務執行役員知的財産本部長
2018年4月	 当社専務執行役員知的財産本部長
2019年1月	 当社専務執行役員知的財産本部長 
	 兼商品本部副本部長
2021年4月	 当社専務執行役員知的財産本部長 
	 兼商品本部副本部長兼開発部長
2022年4月	 当社専務執行役員商品本部長
2024年6月	 当社取締役専務執行役員商品本部長
2025年6月	 当社代表取締役専務執⾏役員商品本部⻑
	� 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス（現株式会社

ゲームカードホールディングス）社外取締役（現任）
	 当社代表取締役社⻑CEO兼COO（現任）
● 重要な兼職の状況
　株式会社ゲームカードホールディングス　社外取締役

再任候補者

株主総会参考書類
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髙
た か

橋
は し

 博
ひ ろ

史
し

所有する当社株式の数� 27,000株
生年月日� 1962年7月14日生

候補者番号

❸

● 取締役候補者とした理由
　髙橋博史氏は、経理部長、経営企画部長、管理本部長など、財務・管理・経営企画を中心とした管理部門の要職を歴
任し、幅広い業務経験と高い専門性を有しております。また、持続的な企業価値向上に向け、株主・投資家との建設的な
対話や開示資料の充実のほか、ESGやサステナビリティの推進にも注力し、当社グループの経営基盤の強化に尽力してま
いりました。2025年６月からは代表取締役副社長執行役員として、これらの取組みをさらに推進し、経営基盤の強化及び
企業価値の向上を牽引しております。
　当社は、同氏が引き続き取締役としての職務を遂行することが、当社グループの持続的な企業価値向上に資するものと
期待し、取締役候補者といたしました。

（注）髙橋博史氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

● 略歴、地位及び担当
2018年4月	 当社執行役員管理本部副本部長
	 兼経理部長
2021年6月	 当社執行役員管理本部副本部長
	 兼経営企画部長兼経理部長
2022年4月	 当社常務執行役員管理本部長
	 兼経営企画部長
2024年4月	 当社専務執行役員管理本部長
	 兼経営企画部長
2025年6月	 当社代表取締役副社長執行役員経営企画部管掌（現任）

再任候補者

株主総会参考書類
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● 略歴、地位及び担当
1996年6月	 当社社長秘書
2001年4月	 当社総務部秘書課長
2019年4月	 当社会長秘書
2024年4月	 当社秘書室長
2024年6月	 当社取締役秘書室長（現任）

鶴
つ る

岡
お か

 淳
じ ゅ ん

子
こ

所有する当社株式の数� 54,300株
生年月日� 1962年2月23日生

候補者番号

❹

● 取締役候補者とした理由
　鶴岡淳子氏は、長年にわたり経営トップの秘書を務めてきたことから、会社経営、事業、及び組織マネジメントに精通し
ており、当社グループの事業運営と成長を支えてまいりました。2024年6月からは取締役秘書室長として、豊富な知見と
多角的な視点を活かし、当社グループの経営の健全性と透明性の向上、ならびに適切な意思決定及び監督機能の強化に
貢献しております。
　当社は、同氏が引き続き取締役としての職務を遂行することが、当社グループの持続的な企業価値向上に資するものと
期待し、取締役候補者といたしました。

（注）鶴岡淳子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

再任候補者

株主総会参考書類
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第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件

　監査等委員である取締役５名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である
取締役５名の選任をお願いするものであります。なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番　号 氏　　　　　名 性別 現在の当社における

地位・担当
取締役会
出席状況

監査等委員会
出席状況

❶
再任候補者

社外取締役候補者
独立役員候補者

山
や ま

﨑
さ き

博
ひ ろ

行
ゆ き

男性 社外取締役監査等委員 100％
（16回中16回）

100％
（5回中5回）

❷ 再任候補者 石
い し

山
や ま

俊
と し

明
あ き

男性 取締役監査等委員 94％
（16回中15回）

100％
（5回中5回）

❸
再任候補者

社外取締役候補者
独立役員候補者

三
み

浦
う ら

嚴
た か

嗣
し

男性 社外取締役監査等委員 100％
（16回中16回）

100％
（5回中5回）

❹
新任候補者

社外取締役候補者
独立役員候補者

藤
ふ じ

井
い

奏
か な

子
こ

女性 ― ― ―

❺
新任候補者

社外取締役候補者
独立役員候補者

前
ま え

田
だ

哲
て つ

哉
や

男性 ― ― ―

（注）1.�当社は、⼭﨑博⾏、⽯⼭俊明、三浦嚴嗣の各⽒との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423
条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規
定する額としております。各⽒の再任が承認された場合は、各⽒との間で当該責任限定契約を継続する予定
であります。また、藤井奏⼦、前⽥哲哉の両⽒の選任が承認された場合は、当社は両⽒との間で、同様の責
任限定契約を締結する予定であります。

　　 2.�当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被
保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしており
ます。なお、候補者が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められること
となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

株主総会参考書類
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山
や ま

﨑
さ き

 博
ひ ろ

行
ゆ き

所有する当社株式の数� ｰー ｰー   株
生年月日� 1954年9月5日生

独立役員候補者
社外取締役候補者

候補者番号

❶

● 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　山﨑博行氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識が豊富であるとともに、
長年、監査法人における企業等に対する会計監査の経験を有しております。また上場企業の経営者としての経験など、こ
れらの知見に基づく独立した客観的な立場から経営全般に対する助言や提言を行っており、当社取締役会の意思決定機
能や監督機能の実効性強化に貢献していただいております。
　当社では、上記の理由から社外取締役監査等委員として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を適切に遂
行いただけると考え、また東京証券取引所が定めている独立役員の基準を満たしており一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たす
ことを期待しております。なお、同⽒が社外取締役監査等委員に選任された場合は、本総会終了後の監査等委員会にお
ける決議を条件として、当社の監査等委員委員長に就任する予定であります。

（注）1.�山﨑博行氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　 2.�山﨑博行氏は、監査等委員である社外取締役の候補者であります。また、同氏は東京証券取引所有価証券上

場規程に定める独立役員であり、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
　　 3.�山﨑博行氏の当社社外取締役としての就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって８年間であり、うち監

査等委員である社外取締役としての就任期間は２年間であります。

● 略歴、地位及び担当
1982年10月	 監査法人中央会計事務所入所
1994年  9月	 中央監査法人社員
2000年  8月	 中央青山監査法人代表社員
2005年10月	 同監査法人理事
2006年  5月	 同監査法人理事長代行
2007年11月	 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
	 シニアパートナー
2008年  8月	 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
	 常務理事
2013年  7月	 日本ベンチャーキャピタル協会監事
2017年  7月	 公認会計士山﨑博行事務所所長（現任）
2018年  6月	 株式会社ＵＡＣＪ社外監査役（2026年6月退任予定）
	 当社社外取締役
2020年12月	 株式会社ランドビジネス取締役副社長
2024年  6月	 当社社外取締役監査等委員（現任）
● 重要な兼職の状況
　株式会社ＵＡＣＪ　社外監査役（2026年6月退任予定）

再任候補者

株主総会参考書類
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● 監査等委員である取締役候補者とした理由
　石山俊明氏は、税理士としての豊富な実務経験と、税務及び会計に関する専門的な知見を有しております。当社は、同
氏が引き続きこれらの知見を活かし、専門的見地から監査等委員としての役割を果たしていただけると判断し、監査等委
員である取締役候補者といたしました。

（注）�石山俊明氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

石
い し  や ま

山 俊
と し  あ き

明
所有する当社株式の数� 25,000株
生年月日� 1956年9月17日生

候補者番号

❷
● 略歴、地位及び担当
1994年6月	 当社監査役
2012年1月	 野田典義税理士事務所入所（現任）
2015年9月	 税理士登録
2024年6月	 当社取締役監査等委員（現任）

再任候補者

株主総会参考書類
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● 略歴、地位及び担当
1987年  4月	 株式会社リクルート入社
1990年10月	 株式会社オックスプランニングセンター
	 (現株式会社クラウドポイント）設立 
	 代表取締役（現任）
2002年  6月	 株式会社ビスティ監査役
2009年10月	 株式会社キャドセンター社外取締役
2015年  6月	 当社社外取締役（2017年6月退任）
2022年  3月	 株式会社シーピープラス取締役（現任）
2023年11月	 アララ株式会社（現ペイクラウドホールディングス株式会社）
	 取締役会長（現任）
2024年  6月	 当社社外取締役監査等委員（現任）

三
み

浦
う ら

 嚴
た か

嗣
し

所有する当社株式の数� ｰー ｰー   株
生年月日� 1963年2月19日生

候補者番号

❸

● 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　三浦嚴嗣氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験に基づき、当
社の経営全般に対し、独立した客観的な立場から監督、助言を行っていただくことで、取締役会の意思決定機能や監督機
能の実効性強化に貢献していただいております。
　当社では、上記の理由から社外取締役監査等委員として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を適切に遂
行いただけると考え、また東京証券取引所が定めている独立役員の基準を満たしており一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たす
ことを期待しております。

（注）1.�三浦嚴嗣氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　 2.�三浦嚴嗣氏は、監査等委員である社外取締役の候補者であります。また、同氏は東京証券取引所有価証券上

場規程に定める独立役員であり、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
　　 3.�三浦嚴嗣⽒の当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって2年間でありま

す。なお、同⽒は2015年6⽉から2017年6⽉まで当社の社外取締役でありました。

● 重要な兼職の状況
　ペイクラウドホールディングス株式会社　取締役会長

独立役員候補者
社外取締役候補者

再任候補者

株主総会参考書類
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● 略歴、地位及び担当
2007年12月	 弁護士登録
2008年  1月	 光和総合法律事務所入所（現任）
2025年  4月	 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師（現任）

藤
ふ じ

井
い

 奏
か な

子
こ

所有する当社株式の数� ｰー ｰー   株
生年月日� 1981年８月21日生

候補者番号

❹

● 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　藤井奏子氏は、弁護士として豊富な経験を有し、企業法務をはじめ、労務管理に関する高度な専門性と企業経営を統治
する十分な見識を有しております。これらの経験及び見識に基づき、当社の経営全般に対して、独立した客観的な立場か
ら監督、助言を行っていただくことで、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えており
ます。
　当社では、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役監査等委員として当社
経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を適切に遂行いただけると考え、また東京証券取引所が定めている独立役員
の基準を満たしており一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、監査等委員である社外取締役候補者と
いたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しております。

（注）	 1.�藤井奏子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
	 2.�藤井奏子氏は、監査等委員である社外取締役の候補者であります。また、同氏の選任が承認された場合、当

社は東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
	 3.�藤井奏子氏は、これまで当社の顧問弁護士であったことはありません。

新任候補者

独立役員候補者
社外取締役候補者

株主総会参考書類
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新任候補者 ● 略歴、地位及び担当
1987年4月	 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
2014年4月	 株式会社りそな銀行執行役員
2016年4月	 株式会社埼玉りそな銀行執行役員
2018年4月	 株式会社りそな銀⾏常務執⾏役員
2020年4月	 りそなカード株式会社代表取締役社長
2023年6月	 株式会社日刊スポーツ新聞社取締役
2024年6月	 株式会社小林洋行社外取締役監査等委員（現任）
2025年4月	 株式会社日刊スポーツビジネスサポート取締役（現任）
● 重要な兼職の状況
　株式会社小林洋行　社外取締役監査等委員

前
ま え

田
だ

 哲
て つ

哉
や

所有する当社株式の数� ｰー ｰー   株
生年月日� 1964年3月19日生

独立役員候補者
社外取締役候補者

候補者番号

❺

● 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　前田哲哉氏は、長年にわたり銀行業務に従事し、金融及び財務に関する高い専門知識と豊富な経験を有しております。
また、企業経営者としての経験に加え、上場会社における社外取締役監査等委員としての経験も有しております。これら
の経験及び見識に基づき、当社の経営全般に対して、独立した客観的な立場から監督、助言を行っていただくことで、取
締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと考えております。
　当社では、上記の理由から社外取締役監査等委員として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を適切に遂行
いただけると考え、また東京証券取引所が定めている独立役員の基準を満たしており一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないと判断したため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待
しております。

（注）1.�前田哲哉氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
	 2.�前田哲哉氏は、監査等委員である社外取締役の候補者であります。また、同氏の選任が承認された場合、当

社は東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
	 3.�前田哲哉氏は、過去に株式会社りそな銀行の業務執行者でありました。同行と当社との間には預金等の銀行

取引がありますが、当社が同行に支払った手数料等の額は、同行の経常収益の１％未満と僅少であり、かつ
当社は同行からの借入及び同行に対する売上はありません。

株主総会参考書類
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（ご参考）取締役のスキルマトリックスについて
　第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成は、以下のとおりです。

氏名 性別 当社における地位・担当 企業
経営

人事・
人材

管理・
経営企画・

財務
開発・
製造

マーケティ
ング・ブラ
ンディング

サステナ
ビリティ

法務・　
コンプラ
イアンス

取
締
役

毒 島 秀 行 男性 取締役会長 ● ● ● ●

小 倉 敏 男 男性 代表取締役社長CEO兼COO ● ● ● ●

髙 橋 博 史 男性 代表取締役副社長執行役員
経営企画部管掌 ● ● ● ●

鶴 岡 淳 子 女性 取締役秘書室長 ● ● ● ●

取
締
役
（
監
査
等
委
員
）

山 﨑 博 行 男性 社外取締役監査等委員委員⻑
独立社外 ● ● ● ●

石 山 俊 明 男性 取締役監査等委員 ● ●

三 浦 嚴 嗣 男性 社外取締役監査等委員
独立社外 ● ● ●

藤 井 奏 子 女性 社外取締役監査等委員
独立社外 ● ●

前 田 哲 哉 男性 社外取締役監査等委員
独立社外 ● ●

各人の有する専門性と経験等に基づき、当社が特に期待する分野（最大４つ）に●をつけております。
上記一覧表は、各人の有する全てのスキル等を表すものではありません。

取締役の多様性 独立社外取締役比率
（4名/9名）

女性役員比率
（2名/9名）44.4％ 22.2％

株主総会参考書類
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（ご参考）スキルマトリックスの概要
　当社は、2024年度を初年度、2026年度を最終年度とする3カ年の中期経営計画「SANKYO VISION 25-27 -持続
的成⻑への号砲-」を策定し、主⼒事業の競争⼒強化及び主⼒事業と親和性のある領域の事業推進を通じた企業価値の向
上に取り組んでおります。
　当社は、持続的な成⻑に向けて株主・投資家との建設的な対話に積極的に取り組んでおり、こうした対話を通じて得ら
れた⽰唆をふまえ、中期経営計画の推進とその監督強化に資する取締役会のスキルセットを設定しております。
　引き続き、経営の公正性・透明性・効率性を⾼めるとともに、ガバナンス体制の継続的な進化を図り、企業価値の持続
的向上を⽬指してまいります。

以上

スキル スキルの概要

企業経営
持続的な成長に向け、強みである『開発』『製造』『販売』の総合力の発揮によりパチンコ・
パチスロ事業や新規事業の成長を監督するためには、企業経営に関する実務的経験と戦
略的視座を有する取締役が必要である。

人事・人材
人的資本経営の推進や、多様な人材の活躍支援、次世代リーダーの育成を通じて、組織
の持続的な成長と競争力の強化を図るためには、人事・人材開発に関する知見と経験を
有する取締役が必要である。​

管理・経営企画・財務
中長期的な企業価値向上に向けた財務戦略の立案、投資判断、資本コストやROE等の指
標に基づく経営管理、及び全社的な組織運営・リスク管理を的確に実施するためには、
管理・経営企画・財務における専門的な知見と経験を有する取締役が必要である。

開発・製造
社是である『創意工夫』の精神のもと、他社が追随できないような「独創的な商品」の
提供を通じて、製品競争力を強化し、市場の変化やニーズに柔軟かつ速やかに対応する
ためには、開発・製造分野における実務経験と専門知識を有する取締役が必要である。​

マーケティング・
ブランディング

多様なユーザーニーズを捉えた製品開発や、ブランド価値の向上を通じて、新規ファン
層の獲得と市場シェアの拡大を実現するためには、マーケティング及びブランディング
に関する専門的な知見と経験を有する取締役が必要である。​

サステナビリティ
依存症対策を含む社会的課題への対応、脱炭素・人的資本など非財務領域に関する取り
組みを通じて、企業の社会的信頼の確保と持続的な企業価値向上を実現するためには、
サステナビリティに関する高度な知見と経験を有する取締役が必要である。

法務・
コンプライアンス

業界特有の法規制への対応や、内部統制・コンプライアンス体制の強化を通じて、企業
の健全な経営基盤を確立するためには、法務・コンプライアンス分野に関する専門的な
知見と経験を有する取締役が必要である。​

株主総会参考書類
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事業報告（自2025年4月1日　至2026年3月31日）

セグメント別の業績

●パチンコ機関連事業
パチンコ機関連事業につきましては、新規９タイトル（リ

ユース機等を除く）を発売いたしました。主な販売タイト
ルは、ＳＡＮＫＹＯブランドの「ｅフィーバー炎炎ノ消防
隊２」（2025年７月）、「ｅフィーバーブルーロック」（2025
年９月）、Ｂｉｓｔｙブランドの「ｅ東京喰種」（2025年４
月）、「ｅ 新世紀エヴァンゲリオン ～はじまりの記憶～」

（2025年12月）であります。

以上の結果、売上高1,198億円（前期比11.2％増）、営業
利益493億円（同12.7％増）、販売台数251千台となりまし
た。

パチンコ市場におきましては、新たなゲーム性であ
る「ラッキートリガー3.0プラス」搭載機種が登場し、
スマートパチンコ機の普及に進展が見られたものの、
現状では市場全体を十分に活性化するには至らず、総
販売台数は前年度を下回る結果となりました。一方、
パチスロ市場におきましては、型式試験の適合率の低
迷により新機種供給に影響が見られたものの、継続的
にヒット機種が登場し堅調を維持しております。

このような状況の中、当社グループでは、パチンコ
機関連事業におきましては、主力タイトルに加え、「ラ
ッキートリガー3.0プラス」搭載機種や新規タイアップ
機種を積極的に投入し、目標とする販売台数シェア30
％以上を達成するとともに４期連続となるトップシェ
アを獲得することができました。一方、パチスロ機関
連事業におきましては、一部タイトルにおける型式試
験の適合取得の遅れにより、新規４タイトルの投入に

Ⅰ企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

留まったものの、３万台を超える販売台数となった「Ｌ
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ２」を中心にそれぞれ
１万台以上を販売するなど、販売台数シェアにおいて
２年連続で二桁シェアを獲得し、トップグループとし
ての地位を確保いたしました。

以上の結果、連結売上高1,792億円（前期比6.6％
減）、連結営業利益624億円（同15.1％減）、連結経常
利益639億円（同14.2％減）、親会社株主に帰属する
当期純利益467億円（同13.4％減）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

事業報告
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●パチスロ機関連事業
パチスロ機関連事業につきましては、新規４タイトルを

発売いたしました。販売タイトルは、ＳＡＮＫＹＯブラン
ドの「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ２」（2025年11月）、

「Lパチスロ 炎炎ノ消防隊２」（2026年２月）、Ｂｉｓｔｙ
ブランドの「Ｌパチスロ 機動戦士ガンダムSEED」（2025
年５月）、「ＬＢパチスロ ヱヴァンゲリヲン ～約束の扉～」

（2025年７月）でありますが、長期稼働中であるＳＡＮＫＹＯ
ブランドの「パチスロ からくりサーカス」、「Ｌパチスロ か
ぐや様は告らせたい」の増産も行っております。

以上の結果、売上高434億円（前期比31.6％減）、営業
利益189億円（同47.0％減）、販売台数90千台となりまし
た。

●補給機器関連事業
補給機器関連事業につきましては、売上高155億円（前

期比22.9％減）、営業利益11億円（同24.4％減）となりま
した。

●その他
その他につきましては、売上高4億円（前期比9.3％減）、

営業利益1億円（同6.3％増）となりました。

ｅ 新世紀エヴァンゲリオン ～はじまりの記憶～
©カラー／ Project Eva.　©カラー／ EVA製作委員会 

©Bisty ©Fields
©金城宗幸・ノ村優介／講談社

©金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

eフィーバーブルーロック
©創通・サンライズ ©Bisty ©Fields

Ｌパチスロ 機動戦士ガンダムSEEDLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
©SUNRISE/VVV Committee

事業報告
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　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は169億円であり、その主なものは次のとおりであります。
　当連結会計年度に取得及び完成した主要設備
　　土地・建物（全社（共通））	 SANKYO本社ビル
　　当社治具工具（パチンコ機関連事業、パチスロ機関連事業）	 新機種開発用金型

２．設備投資の状況

３．対処すべき課題
パチンコ・パチスロ業界におきましては、パチスロ

市場では、スマートパチスロ機の登場以降、ヒット機
種が継続して登場し、稼働が好調に推移するとともに、
その普及も進むなど、堅調な市場環境が続いておりま
す。一方、パチンコ市場におきましては、新たなゲー
ム性である「ラッキートリガー3.0プラス」搭載機種の
登場により市場活性化が期待されたものの、稼働状況
の改善には至っておらず、引き続き厳しい市場環境が
続いております。加えて、パーラーにおいては、パチ
ンコ市場の稼働状況が回復しない中、新機種導入時の
機種選定や導入台数の見極め姿勢が一段と慎重化して
おります。また、ファン人口につきましては、下げ止ま
りの兆しや若年層の流入といった前向きな動きも見ら
れるものの、本格的な増加には至っておらず、市場の
持続的な成長に向けては、ファン層の拡大と遊びやす
い環境の整備が重要な課題であると認識しております。

このような環境下、当社グループは、パチンコ市場の
回復とファン人口の拡大を重要課題と位置付け、商品力
の強化に加え、パチンコ機の新価格方針「ＳＡＮＫＹＯ 

エールプライス」を通じて、価格の見直しによるパー
ラーの新台導入負担の軽減と市場活性化に取り組んで
まいります。あわせて、原価低減や開発・製造の効率
化によるコスト削減に加え、価格競争力の向上を通じ
た販売台数の増加及びシェア向上により、収益性の維
持・向上を図ってまいります。また、ファン層拡大に
向けた取り組みとして、「KUGITAMA」プロジェクト
を推進し、デジタル施策に加え、羽根モノ機を気軽に
体験できるカフェの展開や、低価格で導入可能な羽根
モノ機のレンタルプラン等を通じて、新規ファンの獲
得及び休眠ファン層の呼び戻しにも努めてまいります。

これらの取り組みにより、ファン人口の拡大及び市
場環境の改善を図るとともに、引き続きパチンコ機関
連事業ではトップシェアの獲得、パチスロ機関連事業
ではトップグループの一角としての地位の確立を図り、
さらに既存事業との相乗効果が期待できるコンテンツ
ＩＰの創出・展開等にも取り組むことで、持続的な企
業価値の向上を実現してまいります。

企業集団のセグメント別売上高
期　別

セグメント

第60期
（2025年３月期）

第61期
（2026年３月期）

前期比
増減率

（△は減）金　額 金　額
百万円 百万円 ％

パ チ ン コ 機 関 連 事 業 107,725 119,809 11.2
パ チ ス ロ 機 関 連 事 業 63,462 43,435 △31.6
補 給 機 器 関 連 事 業 20,161 15,537 △22.9
そ の 他 472 428 △9.3

合　　計 191,821 179,211 △6.6
(注)	 上記数値はセグメント間の内部売上高又は振替高を控除して記載しておりますので、前述のセグメントの概況に記載の前期比増減率と相違する場合があります。

事業報告
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期　別
区　分

第58期
（2023年３月期）

第59期
（2024年３月期）

第60期
（2025年３月期）

第61期
（2026年３月期）

売上高 （百万円） 157,296 199,099 191,821 179,211
営業利益 （百万円） 58,532 72,495 73,605 62,484
経常利益 （百万円） 59,341 73,182 74,587 63,991
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 46,893 53,791 53,992 46,752
１株当たり当期純利益 （円） 161.50 203.81 245.93 227.65
１株当たり配当額 （円） 150 200 100 90

（内１株当たり中間配当額） （円） 60 150 40 45
配当性向（連結） （％） 18.6 39.3 40.7 39.5
総資産額 （百万円） 365,950 292,119 336,709 287,458
純資産額 （百万円） 310,259 251,579 285,004 250,155
自己資本利益率 （％） 16.3 19.3 20.2 17.6

４．企業集団の財産及び損益の状況の推移

(注)	 1.	�当社は、2024年３月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。そのため、第58期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１
株当たり当期純利益を算定しております。

		�  また、第59期の１株当たり配当額200円は、当該株式分割前の１株当たり中間配当額150円と、当該株式分割後の１株当たり期末配当額50円を合算した金額と
なっております。株式分割を考慮した場合の年間配当額は80円となります。

	 2.	�当社は、第59期より役員向け株式給付信託を導入しており、これに伴い役員向け株式給付信託が保有する当社株式を、１株当たり当期純利益の算定上、期中平
均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

	 3.	�「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を第60期の期首から適用
しており、第59期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については
第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日）について
は第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第60期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用し
た後の指標等となっております。

	 4.	�第58期は、2022年１月末を期限とする旧規則機の撤去に伴う入替需要の反動減、及び半導体等の電子部品不足の影響などを受け、パチンコ機・パチスロ機の総
販売台数は前年度を下回る結果となりました。しかしながら、当社グループでは実績のあるシリーズ機を始め、新規タイアップ機を織り交ぜ、ファンの多様な嗜
好に沿った商品展開を行い、パチンコ機の販売台数が前期比６割増となり、トップシェアに返り咲くことができました。また、パチスロ機におきましては、業界
最速投入となったＳＡＮＫＹＯブランドのスマートパチスロ機が、パーラーの期待に応える稼働を見せヒット機種となったことから、販売台数が前期比2.3倍と
なり、販売シェアの向上を果たすことができました。

	 5.	�第59期は、スマート遊技機の導入が本格化する中、スマートパチスロ機は継続的にヒット機種が登場し、パチスロ市場全体の稼働を牽引いたしました。一方、
スマートパチンコ機はヒット機種が一部にとどまり、販売台数・設置比率ともにスマートパチスロ機が先行している状況が続きました。こうした中、当社グルー
プではパチンコ機において主力シリーズを中心に販売台数を積み上げ、パチンコ機の販売台数シェアは30％を超え、２年連続でトップシェアを獲得することが
できました。また、パチスロ機につきましても、スマート化への対応を積極的に推進し、2022年11月の業界最速投入を皮切りに、時流を捉えた商品開発によっ
て複数の高稼働機種を創出するなど、パチスロ市場でも販売シェアの向上を果たし、当社グループの存在感を高めることができました。

	 6.	�第60期は、スマートパチンコ機のゲーム性拡充を契機に、その普及に進展が見られたものの、パチンコ市場の稼働はやや低調に推移いたしました。一方、スマー
トパチスロ機は順調に普及し、パチスロ市場の稼働は堅調であったものの、スマートパチスロ機の普及率の高まりによる入替需要の一服感などから、総販売台数
は前年度を下回りました。こうした中、当社グループは、パチンコ機関連事業において、スマートパチンコ機を積極展開することで需要を喚起し、主力タイトル
のシリーズ機を中心に販売台数を積み重ね、３年連続でトップシェアを獲得いたしました。また、パチスロ機関連事業においては、新規タイトルの好調な販売と
増産ニーズへの対応により販売台数を大幅に伸ばし、当社として初めてトップシェアを獲得し、パチンコ・パチスロ両市場における年間トップシェア獲得という
業界初の快挙を達成いたしました。

	 7.	�第61期の営業成績については、前記「１．事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
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　⑴親会社との関係
　　　該当事項はありません。

　⑵重要な子会社の状況

会　　　社　　　名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

百万円 ％

株式会社三共エクセル 250 100 合成樹脂製品、電子部品の製造販売
株式会社ビスティ 450 100 遊技機の製造販売
株式会社ジェイビー 364 100 遊技機の製造販売

６．重要な親会社及び子会社の状況

　　 遊技機（パチンコ機、パチスロ機）の製造及び販売
　　 補給機器等の設計施工及び販売

５．主要な事業内容
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会 　　　社 　　　名 名　　　　　称 所　　在　　地

㈱ＳＡＮＫＹＯ

本 社 東 京 都 渋 谷 区
三 和 工 場 群 馬 県 伊 勢 崎 市
札 幌 支 店 北 海 道 札 幌 市 豊 平 区
仙 台 支 店 宮 城 県 仙 台 市 太 白 区
北 関 東 支 店 群 馬 県 高 崎 市
東 京 支 店 東 京 都 台 東 区
名 古 屋 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市 中 川 区
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 浪 速 区
広 島 支 店 広 島 県 広 島 市 中 区
福 岡 支 店 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区

（注）上記の他、営業所が15ヶ所あります。
㈱三共エクセル ― 群 馬 県 み ど り 市
㈱ビスティ ― 東 京 都 渋 谷 区
㈱ジェイビー ― 東 京 都 渋 谷 区

従業員数（名） 前期末比増減（名) 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年)

895 9 44.7 18.7
（注）従業員数は就業人員であります。

７．企業集団の主要拠点等

８．企業集団の従業員の状況
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　⑴発行可能株式総数	 500,000,000株
　⑵発行済株式の総数	 198,761,229株	（自己株式31,238,771株を除く。）
　⑶当期末株主数	 23,420名
　⑷大株主の状況（上位10名）

株　　　主　　　名 持株数 持株比率
千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 30,460 15.32
ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ 380055 9,931 4.99
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 9,781 4.92
毒島秀行 8,000 4.02
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ 505001 6,065 3.05
毒島　壮 4,339 2.18
毒島章子 4,000 2.01
株式会社マーフコーポレーション 4,000 2.01
小森雅子 3,072 1.54
赤石典子 3,031 1.52

（注）1.持株数は千株未満、持株比率は小数点第２位未満を切り捨てて表示しております。
　　 2.�当社は、自己株式31,238,771株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

なお、自己株式には、役員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する当社株式1,247,500株は含まれておりません。

Ⅱ会社の株式に関する事項
１．株式の状況

　⑸当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
区　　分 株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 72,500株 １名
（注）1.当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅳ会社役員に関する事項６．取締役の報酬等の額」に記載のとおりであります。
　　 2.上記は、退任した当社取締役に対して交付されたものであります。

　⑹その他株式に関する重要な事項
①自己株式の取得
　当社は、2025年５月12日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり自己株式を取得いたしました。
　　取得した株式の種類及び総数：普通株式22,378,000株
　　株式の取得価額の総額：59,999,630,450円
　　取得期間：2025年５月13日～2025年12月２日
②自己株式の消却
　当社は、2026年２月５日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり自己株式を消却いたしました。
　　消却した株式の種類及び総数：普通株式30,000,000株
　　消却した日：2026年２月27日
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１．当事業年度末日における当社役員が保有する新株予約権の状況

Ⅲ新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の名称
（発行日）

新株予約権
の数

目的となる株式の
種類及び数

行使価額
（1株あたり） 行使期間 保有者数

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2014年度新株予約権
（2014年７月22日）

495個 普通株式
247,500株 1円 2014年７月23日から

2064年７月22日まで 2名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2015年度新株予約権
（2015年７月23日）

453個 普通株式
226,500株 1円 2015年７月24日から

2065年７月23日まで 2名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2016年度新株予約権
（2016年７月21日）

528個 普通株式
264,000株 1円 2016年７月22日から

2066年７月21日まで 2名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2017年度新株予約権
（2017年７月21日）

528個 普通株式
264,000株 1円 2017年７月22日から

2067年７月21日まで 2名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2018年度新株予約権
（2018年７月20日）

426個 普通株式
213,000株 1円 2018年７月21日から

2068年７月20日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2019年度新株予約権
（2019年７月19日）

449個 普通株式
224,500株 1円 2019年７月20日から

2069年７月19日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2020年度新株予約権
（2020年７月17日）

637個 普通株式
318,500株 1円 2020年７月18日から

2070年７月17日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2021年度新株予約権
（2021年７月21日）

477個 普通株式
238,500株 1円 2021年７月22日から

2071年７月21日まで 3名

取締役
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
2022年度新株予約権
（2022年７月21日）

484個 普通株式
242,000株 1円 2022年7月22日から

2072年7月21日まで 3名

（注）1.当社は、2024年３月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。そのため、目的となる株式の数は調整されております。
2.監査等委員である取締役が保有する新株予約権等はありません。
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地　　　位 氏　　　名 担　　　当

取 締 役 会 長 毒 島 秀 行
代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ 小 倉 敏 男
代表取締役副社長執行役員 髙 橋 博 史 経営企画部管掌
取 締 役 鶴 岡 淳 子 秘書室長
取締役（常勤監査等委員委員長） 五 十 嵐 　 洋 　 子
取締役（監査等委員） 石 山 俊 明
取締役（監査等委員） 木 谷 太 郎
取締役（監査等委員） 山 﨑 博 行
取締役（監査等委員） 三 浦 嚴 嗣

（注）1.�監査等委員である取締役のうち、木谷太郎氏、山﨑博行氏、三浦嚴嗣氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2.�監査等委員である取締役のうち、木谷太郎氏、山﨑博行氏、三浦嚴嗣氏は東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
3.�監査等委員委員長である取締役五十嵐洋子氏は、経理部長及び管理部門の責任者や執行役員を歴任していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するとともに、当社グループの組織・業務に精通しており、当社の企業活動等の適正性を判断する豊富な見識・経験を有しております。監査等委員である取締役
石山俊明氏は税理士としての豊富な実務経験と、税務及び会計に関する専門的な知見を有しております。監査等委員である取締役木谷太郎氏は、弁護士として企
業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しております。監査等委員である取締役山﨑博行氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会
計に関する専門的な知見を有しております。監査等委員である取締役三浦嚴嗣氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。

4.�当社は、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集、その他監査の実効性を高めるため、当社グループの組織・業務に精通している五十嵐洋子氏を常勤の
監査等委員として選定しております。

5.�当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び意思決定の迅速性と的確性の確保を目的とし、執行役員制度を導入しております。
6.�2025年６月27日付で石原明彦氏は、代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯを退任いたしました。

１．取締役の氏名等（2026年３月31日現在）

Ⅳ会社役員に関する事項

２．重要な兼職の状況

区　　　　　分 氏　　　名 兼　　職　　先 兼職の内容

取 締 役 小 倉 敏 男 ㈱ ゲ ー ム カ ー ド ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 外 取 締 役
取 締 役 山 﨑 博 行 ㈱ Ｕ  Ａ  Ｃ  Ｊ 社 外 監 査 役
取 締 役 三 浦 嚴 嗣 ペ イ ク ラ ウ ド ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 取 締 役 会 長
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当社は、会社法第427条第１項の規定により、監査等委員である取締役との間で、会社法第423条第１項の責任に
ついて、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は、会社法第425条第１項各号に定める額の合計額を
限度として責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。

３．責任限定契約の内容の概要

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等
から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当
該保険契約により填補することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、執行役員及び管理職従業員であり、全ての被保険者につい
て、その保険料を全額当社が負担しております。

なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

４．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
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地　　　　位 氏　　　名 役職及び担当
専務執行役員 東 郷 裕 二 営業本部長
専務執行役員 髙 林 慎 悟 商品本部長
常務執行役員 高 井 克 昌 製造本部長
常務執行役員 安 藤 正 登 知的財産本部長
常務執行役員 毒 島 　 壮 情報システム本部長
常務執行役員 赤 石 昌 大 管理本部長 兼 総務部長
常務執行役員 長 谷 川 　 浩 　 二 商品本部副本部長
常務執行役員 井 上 　 卓 経営企画部長
常務執行役員 堤 　 順 一 商品本部 商品部長
常務執行役員 依 田 英 之 商品本部 業務部長
常務執行役員 羽 地 　 隆 商品本部 購買部長
執 行 役 員 周 藤 圭 二 製造本部副本部長 兼 三和工場長
執 行 役 員 猶 井 　 亮 営業本部副本部長 兼 販売戦略部長
執 行 役 員 井 東 真 一 事業企画部長

（注）2026年４月１日付で執行役員の異動がありました。
氏　名 新役職及び担当 旧役職及び担当

毒 島 　 壮 専務執行役員
情報システム本部長

常務執行役員
情報システム本部長

赤 石 昌 大 専務執行役員
管理本部長 兼 総務部長

常務執行役員
管理本部長 兼 総務部長

井 上 　 卓 常務執行役員
経営企画部長 兼 ＩＲ室長

常務執行役員
経営企画部長

長 谷 川 　 浩 　 二 常務執行役員
商品本部副本部長 兼 ＩＰ戦略室長

常務執行役員
商品本部副本部長

堤 　 順 一 常務執行役員
商品本部 業務部長

常務執行役員
商品本部 商品部長

依 田 英 之 常務執行役員
商品本部 商品部長

常務執行役員
商品本部 業務部長

羽 地 　 隆 常務執行役員
商品本部 購買部管掌

常務執行役員
商品本部 購買部長

周 藤 圭 二
執行役員
製造本部副本部長 
兼 三和工場長 兼  業務部長

執行役員
製造本部副本部長 兼 三和工場長

髙 橋 　 哲
（新任）

執行役員
営業本部
パーラー事業部長

営業本部
パーラー事業部長

杉 山 　 徹
（新任）

執行役員
商品本部 購買部長

商品本部 購買部
部長代理

５．取締役を兼務しない執行役員（2026年３月31日現在）
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　⑴取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社取締役会は以下の「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」（以下、決定方針）を決議しており

ます（2021年２月８日決議、2024年６月27日改定）。
当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬等については、当社の業績並びに企

業価値の持続的・安定的向上に向け、取締役に対するインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益との
連動性を高めた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、職務内容、業績、貢献度等を踏まえた水
準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び賞与としての業績連
動報酬並びに業績連動型株式報酬により構成しております。社外取締役の報酬等については、その職務に鑑み、
基本報酬のみで構成しております。監査等委員である取締役の報酬等については、基本報酬と、業績に連動しな
い固定報酬としての賞与で構成しております。
① 基本報酬

基本報酬は、毎月末に定期同額給与を支給する固定報酬としております。取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の基本報酬は、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会にて
決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定するもの
としております。
② 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等

業績連動報酬（賞与）は、７月の賞与支給日に支給することとし、株主総会の決議により定められた報酬限度
額の範囲内で、取締役会において、前期の連結営業利益の達成度合いを基本に、当期の経営環境等も勘案して、
標準額に対して０％から150％の範囲で決定するものとしております。また、執行役員の賞与についても、取締
役と同様の方法で、業績連動を図るものとしております。なお、監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）
には、業績に連動しない固定報酬としての賞与を支給するものとしております。

非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬としております。当社の取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連
動性を明確にし、当社の取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落リスクまでも株主の
皆さまと共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としておりま
す。固定部分と業績連動部分の割合を１：４とし、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内において、
前期の連結営業利益の達成度合いを基本に決定し、毎年一定の時期にポイントとして付与するものとしておりま
す。なお、執行役員についても、取締役と同様の方法で、業績連動型株式報酬を付与するものとしております。

業績連動報酬及び非金銭報酬等は、取締役会で定めた算定方式に基づき決定するものとしますが、指名・報酬
委員会の意見及び助言並びに監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等も踏まえて、取締役
会において決定するものとしております。

業績連動報酬（賞与）並びに非金銭報酬等（業績連動型株式報酬）は、当社が本業による利益として重要視す
る連結営業利益を指標とし、各年度の連結営業利益の達成状況、並びに株式価値の変動により報酬の額が変動す
るため、報酬割合は増減しますが、標準額の支給となる場合、基本報酬、業績連動報酬（賞与）、非金銭報酬等（業
績連動型株式報酬）の割合は、概ね５：３：２を基本として決定しております。なお、当事業年度を含む連結営
業利益の推移は、「Ⅰ企業集団の現況に関する事項４．企業集団の財産及び損益の状況の推移」に記載しております。

　⑵�取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に
関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2024年６月27日開催の第59回定時株主総会に
おいて年額1,200百万円以内と決議しております（同定時株主総会終結時の取締役の員数は４名。）。2024年６

６．取締役の報酬等の額
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月27日開催の第59回定時株主総会において、上記に記載の取締役の報酬限度額とは別枠にて、業績連動型株式
報酬の額を年額500百万円以内かつ62.5万株以内と決議しております（同定時株主総会終結時の本制度の対象と
なる取締役の員数は４名。）。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年６月27日開催の第59回定時株主総会において年額200百万
円以内と決議しております（同定時株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は５名。）。なお、監査等委
員である取締役の報酬は、独立性・客観性の観点から固定報酬のみで構成されており、各監査等委員である取締
役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。

　⑶当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会が

原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っております。取締役会は基本的にその答申を尊重
しており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針に沿うものであると判断しており
ます。

　⑷取締役の報酬等の額

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の員数
（名）固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役
（監査等委員を除く） 1,115 451 444 219 5

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

75
（10）

75
（10） ― ― 5

（3）
（注）非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬に関わる当事業年度の費用計上額であります。
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　⑴重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
　　�　社外取締役（監査等委員）山﨑博行氏の兼職先である株式会社ＵＡＣＪと当社との間には、特別な関係はあり

ません。また、社外取締役（監査等委員）三浦嚴嗣氏の兼職先であるペイクラウドホールディングス株式会社と
当社との間には、特別な関係はありません。

　⑵当事業年度における主な活動状況

氏　　名 取締役会及び監査等委員会
への出席状況 主な活動状況

取締役（監査等委員）
木 谷 太 郎

取締役会　16回中16回
監査等委員会 ５ 回中 ５ 回

弁護士としての豊富な経験と高い専門性を活かして、客観的かつ
公正な発言を行っており、コーポレート・ガバナンスに貢献して
いる。

取締役（監査等委員）
山 﨑 博 行

取締役会　16回中16回
監査等委員会 ５ 回中 ５ 回

会計の専門家としての見識と公正性・透明性の視点をもって、経
営全般に対する助言や提言を行っており、業務執行に対する監督
などの役割を適切に果たしている。

取締役（監査等委員）
三 浦 嚴 嗣

取締役会　16回中16回
監査等委員会 ５ 回中 ５ 回

経営者としての経験と高い見識を有しており、それらの経験に基
づき、経営全般に対し、独立した客観的な立場から監督、助言を
行い取締役会の監督機能などの実効性を強化している。

７．社外役員に関する事項
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１．会計監査人の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 72百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 72百万円

（注）1.�当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商
品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質
的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
にはこれらの合計額を記載しております。

　 　2.�当社監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必
要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査の実施状況、
監査計画及び報酬見積もりの相当性などを検証し、審議した結果、これ
らについて適正であると判断した為、会計監査人の報酬等について会社
法第399条第１項の同意を行っております。

３．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が、会社法第340条第

１項各号に定める項目に該当すると認められる場合、
同条の規定に従い、監査等委員全員の同意により会計
監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会
計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その
他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職
務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人
の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出
する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容
を決定いたします。

Ⅴ会計監査人の状況
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１．‌�業務の適正を確保するための体制等の整備
についての決議内容の概要

　当社取締役会は以下の「内部統制システムの構築・
運用に関する基本方針」を決議しております。

⑴　�取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款
に適合することを確保するための体制

　当社グループは、当社の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）、及び執行役員で構成する「経営
会議」において企業倫理やコンプライアンス全般に
ついて統括し、方針・施策の立案を行うものとしま
す。また、当社は複数の独立役員を選任することで、
経営の透明性の向上と客観性の確保を図ります。
　当社内部監査室（以下、内部監査室）による定期
的な内部監査の実施により、当社グループの法令・
社内規程の遵守状況を監査します。内部監査室は、
監査結果について当社の社長に報告を行い、問題が
発見された場合は直ちにコンプライアンス施策の立
案あるいは改善支援を行うものとします。加えて、
標語化した業務執行の心得を当社グループの全役
員・従業員に配布し、コンプライアンスの重要性及
び日常における具体的な行動基準の浸透を図るとと
もに、必要に応じて外部教育機関の研修等を通じて
指導・補完を実施します。
　当社グループは、反社会的勢力及び団体に毅然と
対応し、警察等関係機関と緊密な連携をとり、反社
会的行為に関わらないよう、社会常識と正義感を持
ち、常に良識ある行動に努めます。

⑵　�取締役及び使用人の職務執行に係る情報の保存
及び管理に関する体制

　当社は、法令・社内規程に基づき、職務執行に関
する情報の管理及び文書等の保存・管理を行うもの

Ⅵ会社の体制及び方針
とします。なお、情報の保存・管理状況につきまし
ては、内部監査室による内部監査等により監視・指
導を継続するものとします。また、保存された情報
につきましては、適時開示に関する情報取扱責任者
と連携を取り、必要に応じ速やかに情報開示を行う
ものとします。

⑶　�損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、「経営会議」が事業運営上のリスク全般に
ついて統括し、重大な危機発生時の具体的な対応や
リスク管理体制についての方針を決定するものとし
ます。また、内部監査室及び「サステナビリティ委
員会」等は、当社グループに潜在するリスクの抽出
とリスク軽減対策の検討を行い、必要に応じて社内
規程の改正等により対応の定着化を図るものとしま
す。なお、通常業務におけるリスク管理については、
当社グループの各部門が社内規程に基づきそれぞれ
管理を行い、その遵守状況については内部監査室の
内部監査を通じて監視・統括するものとします。

⑷　�取締役の職務の執行が効率的に行われているこ
とを確保するための体制

　当社は、経営上の重要な意思決定や取締役（監査
等委員である取締役を除く。）の業務執行に関する監
督を行うため定時取締役会に加え、迅速な意思決定
のために必要に応じて臨時取締役会を開催するもの
とします。
　当社は執行役員制度を導入し、取締役会の経営意
思決定機能及び監督機能の強化を図ります。また、取
締役会決議事項の事前の詳細審議や経営戦略事項等
について迅速かつ的確に意思決定を行うため、「経営
会議」を毎月定期的に開催するものとします。さらに、
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当社グループの機動的な業務推進を行うため、新商
品の開発に関して協議する「商品会議」や販売方針を
決定する「販売戦略会議」等、目的別に複数の会議
体を設置し、職務分掌に基づいた取締役の職務執行
に関する責務・役割を明確にするものとします。

⑸　�当社企業集団が業務の適正を確保するための体制
　当社グループ各社は、当社経理部に対し毎月定期
的に経営状況等を報告するものとします。グループ
各社における業務の公正性・効率性並びにコンプラ
イアンス遵守状況等については、内部監査室の内部
監査を通じて監視する体制とします。加えてコンプ
ライアンスの周知徹底については、業務執行の心得
の配布・掲示を通じて日常的な指導はもとより、必
要に応じて当社の研修に参加できる体制とします。
なお、グループ各社の経営については、自主性を尊
重しつつ、重要案件については当社の「経営会議」
で報告を受け、事前に協議を行うものとします。

⑹　�財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社及び当社グループ主要各社は、金融商品取引
法に定める財務計算に関する書類その他の情報の適
正性を確保するため「内部統制基本方針書」を制定し、
同方針書に基づき、財務報告に係る内部統制を全社
的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施
する体制を整備し、運用するものとします。

⑺　�監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を
置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項

　監査等委員の職務を補助する目的のもと監査等委
員会事務局を設置し、必要に応じて専任又は他部署

との兼務にて使用人をスタッフとして配置できるこ
ととし、その人事については、取締役（監査等委員
である取締役を除く。）と監査等委員で事前に協議し
た上で決定するものとします。

⑻　�監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締
役（監査等委員である取締役を除く。）からの独
立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項

　監査等委員会事務局に専任スタッフを設置する場
合には、当該スタッフは監査等委員の指揮命令下に
置くものとします。加えて、当該スタッフが他の業
務を兼務すること、及びその人事考課、人事異動に
関しては、監査等委員の同意を得た上で決定するも
のとします。

⑼　�取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び
使用人等が監査等委員会に報告するための体制
及びその他の監査等委員会への報告に関する体
制、並びに報告したことを理由として不利な取
り扱いを受けないことを確保するための体制

　監査等委員会は、必要に応じて当社グループの取
締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人
等に報告・説明を求め、取締役の職務執行状況やコ
ンプライアンス遵守状況を十分に監視できる体制と
します。
　また、監査等委員は重要な意思決定の過程及び業
務の執行状況を把握するため、当社の取締役会等の
重要会議に出席し当社グループの重要な情報につい
て報告を受けるとともに、主要な稟議書その他業務
執行に関する文書を閲覧し、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）等に報告・説明を求めることが
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できるものとします。
　当社グループの取締役（監査等委員である取締役
を除く。）及び使用人等は、法令等に従い、当社グ
ループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見
した場合には、担当部署等もしくは当社の監査等委
員へ報告するものとします。
　なお、監査等委員へ報告を行った当社グループの
取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用
人等に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取り扱いを一切行わないものとし、その徹底を図
ります。

⑽　�監査等委員の職務の執行について生ずる費用の
前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項

　監査等委員の職務執行に関して生じる費用につい
ては、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委
員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を
除き、会社が負担します。また、監査等委員が当該
費用の前払いを求める場合にはこれに応じます。

⑾　�その他監査等委員会の監査が実効的に行われて
いることを確保するための体制

　内部監査室は定期的に監査等委員会に対して内部
監査の実施状況について報告し、意見交換を行うも
のとします。
　また、監査等委員は必要に応じて弁護士その他の
専門家に対し、監査業務に関する助言等を求めるこ
とができるものとします。

２．�業務の適正を確保するための体制の運用状
況の概要

　当事業年度における業務の適正を確保するための体
制の運用状況は下記のとおりであります。

⑴　コンプライアンス、リスク管理体制
　当社は、毎月開催している「経営会議」において、
コンプライアンスに関する課題、各部門から報告さ
れたリスク情報に関する対策などについて、迅速か
つ的確な意思決定及び執行指示を行っております。
　コンプライアンス体制の基礎として、独自に作成
した業務執行の心得を標語化し、当社グループの全
役員・従業員に周知徹底させております。具体的に
は、文書の配付、社内への掲示、社内イントラネッ
ト上での公開を行うとともに、各部門の実状に即し
た運用により、日常における行動基準として浸透を
図っております。また、新入社員・中途採用社員及
び新任管理職等の階層に応じた研修を適宜開催し、
コンプライアンス意識の維持・向上を図っているほ
か、経営企画部法務課が時宜に沿ったテーマを取り
纏めた資料を作成し、関連部署に共有することでコ
ンプライアンスの重要性を啓蒙しております。
　このほか、反社会的行為に関わらないよう、取引
先との契約書等に反社会的勢力の排除に関する項目
を盛り込むとともに、公益社団法人警視庁管内特殊
暴力防止対策連合会へ加入し、研修等への参加によ
り得た情報を社内で共有化しております。

事業報告
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⑵　取締役の職務執行
　取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除
く。）４名、監査等委員である取締役５名（うち、社
外取締役監査等委員３名）で構成され、当事業年度
におきましては16回開催し、経営上の重要な意思決
定や取締役の職務執行に関する監督を適切に行って
おります。また、取締役会の議案や報告事項につい
て十分に検討できるよう、事務局が事前に各取締役
へ資料を配布し審議事項の説明を行っております。

⑶　監査等委員の職務執行
　監査等委員会は社外取締役監査等委員３名を含む
５名で構成され、当事業年度におきましては５回開
催しております。また、監査等委員は取締役会の出
席や、会計監査人及び内部監査室と意見交換・情報
共有などを行い、取締役会の意思決定の過程及び取
締役の業務執行状況について監査・監督しておりま
す。このほか、監査等委員は社長との様々なコミュ
ニケーションを通じて、事業環境及び経営上の課題
などを把握し、監査の実効性を高めております。

⑷　内部監査の実施
　内部監査室は法令及び規程等の遵守、業務プロセ
スの適正性の確保に重点を置いた内部監査計画書を
期初に策定し、当社及び当社グループ各社を対象に
同計画書に基づいた監査を実施しております。往査
やオフサイト監査を通じて、潜在するリスクの抽出
を行うとともに、被監査部門に問題があれば改善を
促し、その結果及び改善状況を定期的に社長及び監
査等委員会に報告しております。

３．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社では、株主の皆さまへの利益の還元を経営上の
最重要課題のひとつとして位置付けており、配当金に
つきましては、連結配当性向40％を目安とした業績連
動型配当を行うことを基本方針としております。ただ
し、１株当たりの年間配当金については下限を20円と
設定し、安定配当の要素も取り入れることとしており
ます。
　上記配当方針に基づき、当期の配当につきましては
１株につき90円（うち中間配当45円、連結の配当性向
は39.5％）を予定しております。なお、当社は、機動
的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、
剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事
項については、法令に別段の定めのある場合を除き、
取締役会決議によって定めることができる旨を定款で
定めております。ただし、剰余金の配当の決定機関は、
中間配当は取締役会、期末配当は株主総会とする方針
です。今後の利益配分及び内部留保の活用方法につき
ましては、業績連動型配当を基本としつつ、成長のた
めの事業投資、自己株式取得による機動的な株主還元
などに適正な配分となるよう有効活用してまいります。

事業報告
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連結貸借対照表（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）

資　　産　　の　　部
科　　　　　　　目 金　　　額

流動資産 229,956
現金及び預金 132,463
受取手形 2,735
売掛金 2,096
電子記録債権 7,152
有価証券 59,976
商品及び製品 1,518
仕掛品 230
原材料及び貯蔵品 13,804
有償支給未収入金 4,872
その他 5,114
貸倒引当金 △8

固定資産 57,501
有形固定資産 41,283

建物及び構築物 7,493
機械装置及び運搬具 1,064
工具、器具及び備品 4,112
土地 28,612

無形固定資産 364
ソフトウエア 327
その他 37

投資その他の資産 15,852
投資有価証券 6,351
長期貸付金 18
繰延税金資産 8,560
その他 999
貸倒引当金 △76

資産合計 287,458

負　　債　　の　　部
科　　　　　　　目 金　　　額

流動負債 27,817
支払手形及び買掛金 7,769
未払法人税等 9,613
契約負債 157
賞与引当金 903
株主優待引当金 144
その他 9,229

固定負債 9,484
株式給付引当金 1,177
退職給付に係る負債 4,550
資産除去債務 63
その他 3,693

負債合計 37,302
純　資　産　の　部

株主資本 245,434
資本金 14,840
資本剰余金 23,750
利益剰余金 262,639
自己株式 △55,795

その他の包括利益累計額 3,243
その他有価証券評価差額金 2,902
退職給付に係る調整累計額 340

新株予約権 1,478
純資産合計 250,155
負債純資産合計 287,458

連結計算書類
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連結損益計算書（自2025年４月１日　至2026年３月31日）

（単位：百万円）

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額

売上高 179,211

売上原価 74,541

売上総利益 104,670

販売費及び一般管理費 42,185

営業利益 62,484

営業外収益 1,612

営業外費用 105

経常利益 63,991

特別利益

固定資産売却益 1 1

特別損失

固定資産廃棄損 67 67

税金等調整前当期純利益 63,925

法人税、住民税及び事業税 18,344

法人税等調整額 △1,171 17,172

当期純利益 46,752

親会社株主に帰属する当期純利益 46,752

連結計算書類
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連結株主資本等変動計算書（自2025年４月１日　至2026年３月31日）

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益

累計額合計
当期首残高 2,524 △46 2,478 1,590 285,004
当期変動額

剰余金の配当 △22,449
親会社株主に帰属する
当期純利益 46,752

自己株式の取得 △60,000
自己株式の処分 112
株式給付信託による
自己株式の処分 83

自己株式の消却 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 377 387 764 △111 653

当期変動額合計 377 387 764 △111 △34,848
当期末残高 2,902 340 3,243 1,478 250,155

（単位：百万円）

株主資本
資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 14,840 23,750 290,721 △48,375 280,936
当期変動額

剰余金の配当 △22,449 △22,449
親会社株主に帰属する
当期純利益 46,752 46,752

自己株式の取得 △60,000 △60,000
自己株式の処分 △184 296 112
株式給付信託による
自己株式の処分 83 83

自己株式の消却 △52,200 52,200 ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― △28,081 △7,420 △35,501
当期末残高 14,840 23,750 262,639 △55,795 245,434

連結計算書類
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貸借対照表（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）（単位：百万円）

負　　債　　の　　部
科　　　　　　　目 金　　　額

流動負債 19,831
買掛金 8,093
未払金 4,854
未払費用 277
未払法人税等 5,375
契約負債 6
預り金 137
前受収益 66
賞与引当金 811
株主優待引当金 144
その他 64

固定負債 9,471
株式給付引当金 1,155
退職給付引当金 4,633
資産除去債務 63
長期預り保証金 1,121
その他 2,497

負債合計 29,302
純　資　産　の　部

株主資本 218,860
資本金 14,840
資本剰余金 23,750

資本準備金 23,750
利益剰余金 236,066

利益準備金 2,555
その他利益剰余金 233,510

別途積立金 201,501
繰越利益剰余金 32,009

自己株式 △55,795
評価・換算差額等 2,902

その他有価証券評価差額金 2,902
新株予約権 1,478
純資産合計 223,241
負債純資産合計 252,544

資　　産　　の　　部
科　　　　　　　目 金　　　額

流動資産 196,492
現金及び預金 105,127
受取手形 1,483
売掛金 3,803
電子記録債権 4,082
有価証券 59,976
商品及び製品 1,131
仕掛品 230
原材料及び貯蔵品 10,728
前渡金 255
前払費用 2,335
有償支給未収入金 5,649
その他 1,699
貸倒引当金 △10

固定資産 56,052
有形固定資産 39,175

建物 6,640
構築物 77
機械及び装置 585
運搬具 27
工具、器具及び備品 4,103
土地 27,739

無形固定資産 346
ソフトウエア 313
電話加入権 33

投資その他の資産 16,530
投資有価証券 5,708
関係会社株式 3,422
出資金 517
長期貸付金 18
破産更生債権等 76
長期前払費用 176
繰延税金資産 6,483
その他 202
貸倒引当金 △76

資産合計 252,544

計算書類
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損益計算書（自2025年４月１日　至2026年３月31日）

（単位：百万円）

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額

売上高 153,669

売上原価 77,003

売上総利益 76,665

販売費及び一般管理費 31,490

営業利益 45,174

営業外収益

受取配当金 10,891

その他 985 11,876

営業外費用 105

経常利益 56,946

特別利益

固定資産売却益 1 1

特別損失

固定資産廃棄損 0 0

税引前当期純利益 56,947

法人税、住民税及び事業税 12,742

法人税等調整額 △789 11,952

当期純利益 44,994

計算書類

42

010_0229201102606.indd   42010_0229201102606.indd   42 2026/05/21   23:22:512026/05/21   23:22:51



株主資本等変動計算書（自2025年４月１日　至2026年３月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

資　本
剰余金
合計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計別途積立金

繰　越
利益

剰余金
当期首残高 14,840 23,750 23,750 2,555 201,501 61,849 265,906
当期変動額

剰余金の配当 △22,449 △22,449
当期純利益 44,994 44,994
自己株式の取得
自己株式の処分 △184 △184
株式給付信託による
自己株式の処分
自己株式の消却 △52,200 △52,200
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △29,839 △29,839
当期末残高 14,840 23,750 23,750 2,555 201,501 32,009 236,066

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △48,375 256,120 2,524 2,524 1,590 260,235
当期変動額

剰余金の配当 △22,449 △22,449
当期純利益 44,994 44,994
自己株式の取得 △60,000 △60,000 △60,000
自己株式の処分 296 112 112
株式給付信託による
自己株式の処分 83 83 83

自己株式の消却 52,200 ― ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 377 377 △111 265

当期変動額合計 △7,420 △37,260 377 377 △111 △36,994
当期末残高 △55,795 218,860 2,902 2,902 1,478 223,241

計算書類
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月19日

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ
（登記社名　株式会社三共）
　取　締　役　会　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員	 公認会計士　鈴 木 達 也　　業務執行社員
指定有限責任社員	 公認会計士　三 宅 孝 典　　業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＳＡＮＫＹＯの2025年４月１日から2026年３月31日

までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社ＳＡＮＫＹＯ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社
及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告書
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及
び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　　上

監査報告書
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月19日

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ
（登記社名　株式会社三共）
　取　締　役　会　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員	 公認会計士　鈴 木 達 也　　業務執行社員
指定有限責任社員	 公認会計士　三 宅 孝 典　　業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＳＡＮＫＹＯの2025年４月１日から2026年３

月31日までの第61期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告書
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会計監査人の監査報告書

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類
等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

監査報告書
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監査等委員会の監査報告書

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第61期事業年度における取締役の
職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決
議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①�	監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重
要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②�会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に
従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし
ました。

２．監査の結果
（１）	事業報告等の監査結果
①	事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②	取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

監査報告書
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監査等委員会の監査報告書

③	�内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

（２）	計算書類及びその附属明細書の監査結果
	 会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）	連結計算書類の監査結果
	 会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月19日
株式会社　ＳＡＮＫＹＯ　監査等委員会

（登記社名　株式会社三共）
常勤監査等委員　五十嵐洋子　㊞
監 査 等 委 員　石 山 俊 明　㊞
監 査 等 委 員　木 谷 太 郎　㊞
監 査 等 委 員　山 﨑 博 行　㊞
監 査 等 委 員　三 浦 嚴 嗣　㊞

（注）�　監査等委員木谷太郎、監査等委員山﨑博行及び監査等委員三浦嚴嗣は、会社法第２条第15号
及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　　上

監査報告書
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住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井
住友信託銀行株式会社にお申出ください。
未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

株　　主　　メ　　モ

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月
基 準 日 定時株主総会　3月31日

期 末 配 当　3月31日
中 間 配 当　9月30日
その他必要があるときはあらかじめ公告して定めた日

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

　（郵 便 物 送 付 先） 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電 話 照 会 先） 電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
受付時間　9：00～17：00（土・日・祝日及び12/31～1/3を除く）

　（ホームページURL） https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency
単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法 �電子公告の方法により行います。

公告掲載URL　https://www.sankyo-fever.co.jp/koukoku.html
�なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない
場合は、日本経済新聞に掲載して行うものとします。

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所　プライム市場
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■　交通機関のご案内

JR「恵比寿駅」東口改札（３階）
より徒歩約10分

東京メトロ日比谷線「恵比寿
駅」JR恵比寿駅方面改札
より徒歩約13分
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SANKYO

恵比寿
ガーデンプレイス
タワー

恵比寿
ガーデンプレイス
タワー

厚生中央病院

ザ・ガーデンホール

恵比寿
ガーデンテラス
壱番館

渋谷橋

動く歩道（恵比寿スカイウォーク）をご利用ください。

株主総会会場
ウェスティンホテル東京

動く歩道（恵比寿スカイウォーク）
の終点右手、インフォメーション奥
のエスカレータで地下にお降りく
ださい。

地下１階入口よりお入りい
ただき左手エスカレータで
地下2階へお降りください。

インフォメーション

東京メトロ日比谷線
恵比寿駅

１番出口

ウェスティンホテル東京
地下２階　スタールーム
東京都目黒区三田一丁目４番１号

（恵比寿ガーデンプレイス内）
TEL.（03）5423-7000

株主総会会場
ご 案 内 図

本　　社：東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号	
TEL.（03）5778ｰ7777（代表）
https://www.sankyo-fever.co.jp/

雨 天 の 場 合、 恵 比 寿 ス カ イ ウ ォ ー ク
（　　　　）及び恵比寿ガーデンプレイス地下
１階プロムナード（　　　　）を経由していた
だきますと、傘などを使用せずにご来場いた
だけます。
※�JR「恵比寿駅」西口改札（１階）からは東口

改札へお回りいただくか、恵比寿スカイウ
ォーク側の公道をご利用ください。

※�上記JR「恵比寿駅」東口改札（３階）へお回
りいただくか、恵比寿スカイウォーク側の
公道をご利用ください。

※�お車でのご来場は、当日、道路渋滞の可能
性がありますので、なるべくご遠慮願いま
す。

※�受付開始は午前９時を予定しております。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

お土産の配布はございません。
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